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１．研究の背景、趣旨、目的 （前号掲載済み）

２．新たな経営分析手法の条件、研究方法、および本研究の特徴（前号掲載済み）

３．統合データベースの構築

４．経営分析指標の提示と有用性の検証

５．結論

（要旨）

　本論文 1）は、我国の自治体等が運営する下水道事業 2）を事例として採り上げ、公共インフラ整備事業の現状と継続

性を判定する経営分析手法を提示するとともに、その有効性を検証することを目的としている。その具体的な成果は次

の２点であり、学内共同研究「公共インフラ整備事業に対する経営分析的アプローチの試み」全体の基盤をなすものと

なっている。

　①全国 3,625 の下水道事業の経営財務データを見ると、法適用事業、法非適用事業間での会計基準の相違など統一的

な観点から分析を行う上で種々の問題点が存在する。本研究では、これら問題点に対処するため独自に工夫したデータ

の組替え再編を行い、新たに「統合データベース」を構築したこと。これによって、これまで適用会計制度の相違など、

下水道事業全体について統一的な分析を行う上で問題となっていた様々な制約が解消し、一貫した経営分析手法に基づ

いて下水道事業全体の定量分析を行うことが可能となった。

　②さらには、「新たな経営分析手法」（分析のフレームワークと分析指標）を提示し、その有効性の検証を行った。特

に、新たに提示した「修正後損益」「EBITDA」「償還能力」「修正後総汚水処理原価」「財政支援額」「企業債地方債借

換え額」の 6 指標は、「自治体による財政支援前」の実力ベースでの経営実態 3）の把握を意図したものであるが、既存

の経営指標と比較した場合、事業規模の大小による経営実態の格差や自治体による財政支援の全体像を明確に示すこと

ができること、下水道事業の健全性総合ランキング 4）との相関が高いことなどから、下水道医事業の経営分析を行う

上で有益な指標であると判断された。

（英文要旨）

We have performed the co-operate research for the purpose of clarifying the following 2-points, with case-
researching about the nationwide sewer business of 3,625 projects.
　・To present for management analysis method on sustainability of the status quo public infrastructure projects. 
　・In addition, to be clear to the rational, objective criteria for evaluating new investment of the business area 

extension of public infrastructure projects.
To this end, we have restructured the financial data of sewer business existing by original metrics, and have 

developed some new analysis indicators, verifying the effectiveness of these indicators. Through to these 
operations, we have overcome the constraints in performing the analysis for a unified sewer business as a whole, 
due to a difference in accounting principles, and we are also able to perform integrated and quantitative analysis 
of the entire sewer business from consistent point of view.
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３．統合データベースの構築

　総務省は、全国 3,625 の下水道事業に関する基本デー

タを公表しているが、次の３点で経営分析を行う上で限

界を有している。これらの諸点については、前号におい

て既に述べた通りである。

　①　決算関係書類における「法適用事業」と「法非適

用事業」の乖離

　②　電子媒体上での各種データの分断

　③　「法適用事業」における会計処理の不統一（減価

償却費関連）

　本研究では、上記の 3つの問題点を解消することを目

標として、第 1段階の「統合データベース」の構築を行っ

た。その際のデータ区分（経営分析のフレームワーク）

の設定にあたっては、前号において示した様に、「新た

な経営分析手法に関する条件」を念頭において作業を

行っている。具体的には、民間企業の財務諸表の構成（損

益計算書、貸借対照表、資金収支計算書）を基本としつ

つ、筆者が実務家として経験した各種公的プロジェクト

（例　商業施設開発プロジェクト、空港建設プロジェク

ト、地域冷暖房プロジェクト等）における長期事業計画

のフレームワークや、また、近時筆者が某市の下水道料

金改訂審議会において提示を受けた各種説明資料等を参

考とした。

　構築した統合データベースにおいては、「事業概要」「損

益」「資金収支」「負債残高と財政支出」という分析フレー

ムを設定し、各の内容を整理統合し、財政支援が行わる

前段階での実力ベースでの損益と、その赤字補填の仕組

みを簡潔に把握することを重視した再編統合を行ってい

る点が最大の特徴となっている（表３－１参照）。

　要すれば、「統合データベース」の構築にあたっては、

会計上の整合性・正確性を若干犠牲にしつつも、法適用・

法非適用事業の経営状況を一貫統一した基準により把握

分析できるようにすること、また、各種繰出し基準に基

づく財政支出の内容を整理統合し、財政支援が行わる前

段階での実力ベースでの損益と、その赤字補填の仕組み

を簡潔に把握することを重視した再編統合を行っている

点が最大の特徴となっている。以下、統合データベース

の主要項目４点について解説する。

⑴　損益

　損益については、「損益計算書」「費用構成」「歳入歳

出決算書」をもとに、主に、表３－１に示した様な再編

組替えを実施した。厳密な会計処理とはなっていないが、

法適用事業と法非適用事業とを同一の基準の下で統合

し、一体的な分析が可能となることに主眼を置いて原

データを再編した。ポイントは次の５点である。

①　原則として、「収入項目」には法適用事業において

は「損益計算書」、法非適用事業においては「歳入

歳出決算書」のデータを利用、「費用項目」には双

方で共通に利用でき詳細な費用区分が記載されて

いる「費用構成」のデータを利用した。

②　「収入項目」においては、自治体による各種の財政

支援（雨水負担金を除く）が行われる前の実力ベー

スの損益を把握することを主眼とし、次の３項目

のみを計上する改編を行った。自治体による各種

財政支援（除く雨水負担金）は、統合一括して「資

金収支」の部分で計上することとした。

　　（損益の収入項目における計上項目）

　　　・使用料（汚水処理：受益者負担により自治体住

民から徴収するもの）

　　　・財政負担金（雨水処理：受益者負担の対象外と

して自治体が直接費用を負担）

　　　・その他（下水道接続などのために自治体住民か

ら徴収する工事負担金等）

③　「費用項目」においては、法適用事業と法非適用事

業を同一の基準で比較できるようにすること、ま

た、前述の様な法適用事業内での会計処理の不統

一を回避すること、現行の汚水処理原価に関する

データを最大限活用できる様にすることの３点を

勘案し、法適用・法非適用の両事業に共通して利

用できる「企業債地方債の全償還額」（繰上げ弁済

分を含む）をもって減価償却費の代理数値として

利用することとした。この結果、資本費の総額は、

法適用事業を中心に下記の様に 6,177 億円増加して

いる。

④　「修正後損益」は、上記②に記したように、各種繰

出し基準に基づく財政支援（雨水負担金を除く）

が行われる前の段階での実力ベースの損益を把握

することを主眼としており、上記再編等を行った

後の「収入」「費用」の差額として算定している。

したがって、上記③のような資本費（減価償却費用）

の経理処理を前提とした場合、その定義に基づき、

「修正後損益の赤字」は、企業債地方債償還額や支

払金利の一部が支払出来ない状況となっているこ

とを表す。経営分析上の重要な点は、赤字の額、

および、当該赤字額（資金不足額）が、財政支援（除

く雨水負担金）や企業債地方債の発行等によりど

の様に充足されているかを確認することである。

この点に関する情報は、次の「（２）資金収支」によっ

て確認可能となるよう、資金収支表の構成を本研

究では工夫している。

⑤　「修正後総汚水処理原価」については、上記②の実

力ベースの損益把握を主眼とする考え方に対応し、



3

公共インフラ整備事業に対する経営分析的アプローチの試み（下）

表３－１　統合データベースの項目および法適用・法非適用両事業の対応表

統合デー

タベース

の項目

　主要な組替え再編内容 　統合前の基本データの項目（総務省：

地方公営企業年鑑）

法適用事業 法非適用事業

①事業

　概要

既存のデータのまま 「施設及び業務概

況（その１, ２）」

同左

②損益 「損益計算書」「費用構成」「歳入歳出決算書」をも

とに、主に次の４点について再編組替えを実施

●収入項目

　：自治体からの他会計繰入金のうち「雨水負担金」

については資本的収入分も含めて一括計上

　：その他の各種他会計繰入金（補助金等）につい

ては、全て③「資金収支」（資本的収入）の項

目に移動統合

●費用項目

　：減価償却費については、企業債地方債の全償還

額（繰上げ償還分を含む）により置換

●修正後損益

　：上記により修正した収入合計と費用合計の差額

●修正後総汚水処理原価

　：減価償却費について上記「費用項目」と同じ修

正を実施

　：原価の範囲について、「各種繰出基準に基づく

繰出し控除前」の総原価とした（但し、雨水処

理相当額は控除後）

●「損益計算書（経

常収益）」の対応

項目

●「費用構成」の

対応項目

●「費用構成」に

おける汚水処理原

価を基に左記修正

を実施

●「歳入歳出決算

書（収益的収入）」

の対応項目

●同左

●同左

③資金

　収支

「資金収支計算書」「歳入歳出決算書」を基に、主に

次の諸点を組替え再構築

●資金収入

　：②の「修正後損益」をスタート項目とする

●資金支出

　：上記収入項目の変更に対応して、企業債地方債

の償還額を項目から削除　

●「資金収支計算

書」の対応項目

●同上

●「歳入歳出決算

書（資本的収支）」

の対応項目

●同上

④負債残 
高及び財

政支出　

●負債残高

　：非法適用事業については個別事業体の負債残高

が公表されていないため、下記により推計。

＊負債残高＝地方債支払利息÷想定金利 2.3816％
　　　　（法非適用事業全体の平均利率）

●財政支出

　：財政負担＝雨水負担金。但し、収益項目、資本

的収入の両項目を合算し一括計上

　：財政支援＝雨水負担金以外の自治体による各種

他会計繰入金を、収益項目、資本的収入の両項

目に亘り合算

●「貸借対照表」

の対応項目

●「損益計算（経

常収益）」および

「資金収支計算書」

の対応項目

●「費用構成」等

より推計

●財政負担：「歳

入歳出決算書」よ

り算定

（改編内容）
　改編前 　改編後

法適用事業

法非適用事業

減価償却費

地方債の償還額

（繰上げ弁済分を除く）

企業債の全償還額

地方債の全償還額

（繰上げ弁済分を含む）

（資本費 5）の増減）―公共下水道 1,117 事業合計額
改編前 改編後 増減

法適用事業 6,150 億円 10,959 億円 ＋ 4,809 億円

法非適用事業 5,070 6,438 ＋ 1,368
　　計 11,220 17,397 ＋ 6,177
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各種繰出基準による財政支援（雨水負担金を除く）

を控除する前の段階における汚水処理原価の総額

を算定したものである。具体的な算定方法は、次

の通りである。

　　　修正後総汚水処理原価＝Ａ + Ｂ

　　　Ａ：「費用構成」における汚水処理原価

　　　Ｂ：上記③による資本費の増減額　×　「費用構

成」（資本費）における減価償却費等（注）

の割合

　　　（注）法適用事業＝減価償却費、　法非適用事業＝

地方債償還額（繰上げ弁済除く）

⑵　資金収支

　資金収支については、「資金収支計算書」「歳入歳出決

算書（資本的収支）」を利用することとした。いずれも

その本来の性格上、現金ベースの資金収支を記載したも

のであり、法適用事業・法非適用事業における基本的差

異はないものと思料される。また、上記の④「修正後損

益」がほぼ現金ベースの収支となっていること等に鑑み、

次の様な既存の「資金収支計算書」における項目構成を

一部変更している。

　①　「資金収入」項目について

　・「修正後損益」をスタート項目とすることとし、減

価償却費（統合データでは、企業債地方債の全償

還額）の戻入を省略

　・「財政支援」の項目を設け、これまで「損益計算書」

と「資金収支計算書」（法非適用事業では「歳入歳

出決算書」の収益的収入と資本的収入）に分散計

上されていた各種繰出し基準に基づく財政支援（雨

水負担金を除く）を合算し一括計上した。

　・「企業債地方債発行額」について、修正後損益の赤

字を補填するために発行される企業債地方債の借

換え発行額を把握することを目的として、次の様

な同発行額の内訳の数値を算定した。

　　企業債地方債による修正後損益赤字の補填（借換え

発行）＝企業債地方債発行額　－　下記数値

　　建設改良費に対応する企業債地方債発行額

　　　　　　＝建設改良費　－　国庫補助金等　

　②　「資金支出」項目について

　・上記の再構成に対応して、支出項目のうち「企業債

地方債の償還額」の項目を削除した

　③　「資金収支差額」について

　・上記の①②に関する改編実施後の収支差額として新

たに算定

⑶　負債残高と財政支出

　負債残高については、法適用事業では企業債残高、法

非適用事業では地方債残高とした。なお、地方債残高に

ついては個別事業毎の数値が基本データには掲載されて

いないことから、支払金利から推定計算を行っている（前

号　注 17）参照）。

　自治体による財政支出については、法適用事業では「損

益計算書」と「資金収支計算書」、法非適用事業では「歳

入歳出決算書」の収益的収入と資本的収入に分散計上さ

れているが、統合データベースにおいては各種繰出し基

準に基づく財政支出を合算し一括して把握できる様にし

た。また、その内訳としては、下水道の 2大機能である

「雨水処理」「汚水処理」の２つの機能に注目し、前者に

関連する雨水処理負担金を「財政負担」、その他の各種

繰出し基準（実質上の赤字補填金を含む）に基づくもの

を「財政支援」とし、２つに大別区分して集計している。

ここで、雨水負担金は「雨水処理の便益を享受する住民

が自治体を経由して支払う使用料」として位置付けてお

り、損益項目に一括して計上、実力ベースでの損益を把

握する「修正後損益」の算定にあっても収入として扱っ

ている。

４．経営分析指標の設定と有効性の検証

　本研究の第 2段階の作業として、次の様な「新たな経

営分析指標」（４区分１８項目 81 指標）を設定した。Ａ

４判用紙 2~3 枚に収納可能であり、民間企業の財務分

析の一般的フレームである「事業概要」「損益」「資金収

支」「経営分析指標」の４区分から構成されている点が

特徴である 6）。公共下水道（規模別、汚水処理方式別）、

浄化槽型２事業（特定生活排水処理施設、個別排水処理

施設）について 2011 年度の実データを整理すれば、別

表の通りである。

「新たな経営分析指標」

（事業概要）　①供給開始時期・開始後経過期間

②法適用・汚水処理方式区分

③処理区域内人口等（区域内人口、処理区

域面積、同平均人口密度）

④総事業費（国庫補助率、1ha 当たり事業

費、1人当たり事業費等）

⑤浄化槽設置数（１基当たり水洗化人口：

浄化槽型の２事業のみ）

⑥総処理水量（雨水等処理水量、同 1ha
当たり発生量、有収処理水量）

⑦エリア拡張計画（区域内人口、処理区域

面積、平均人口密度等）

（損益）　　　⑧総収入（使用料収入、雨水負担金、その

他収入）

⑨総費用（維持管理費、資本費、支払金利、
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企業債地方債の全償還額）

⑩修正後損益（黒字事業体数、赤字事業体

数、黒字比率）

（資金）　　　⑪資金収入（修正後損益、財政支援金、企

業債地方債発行額、同借換え相当額、同

建設改良費関連分、国庫補助金その他）

⑫資金支出（建設改良費、その他）

⑬資金収支

（経営分析指標）

　　総合的健全性指標

⑭ EBITDA（財政負担前・利払前・償却

前損益、黒字・赤字事業体数等）

⑮償還能力（償還能力水準別事業体数）

　　個別指標

⑯自治体財政支出（自治体負担金、自治体

支援金、一人当たり金額）

⑰経費回収率（使用料平均単価、修正後総

汚水処理原価、修正後全処理原価）

⑱負債（総残高、一人当たり残高）

　これら４区分 18 項目 81 指標（具体的な内容は別表参

照）のうち、大半の指標は既存データの中の重要項目、

ないしはそれらの単純な加工データであり、その意義等

は容易に推測できるものであるが、二重下線を付した６

指標は、本研究において特に考案提示したものである。

以下その定義、意義、および前述の「新たな経営分析手

法に関する課題」にどの様に対応しているかの視点から

見た有効性の検証結果を述べる。

⑴　修正後損益

定義・意義　：前述の通り、法適用事業と法非適用事業

と共通した指標による分析が可能となるよう、費用項

目、収益項目の各々について共通のデータを割当ると

ともに、両事業間の会計処理における最大の差異であ

る減価償却について 7）、一律に「企業債地方債の全償

還額」（繰上げ弁済額を含む）をもって減価償却費の

近似的代理数値であると捉え代替作業を行ったもので

ある 8）。

有効性の検証：表４－１は、修正後損益の 1事業当たり

の平均値、および黒字・赤字の事業体数を示したもの

である。自治体による財政支援（雨水負担金を除く）

を計上する前段階での実力ベースでの損益であるた

め、事業類型、規模によらずほとんどの事業体で赤字

となっている。しかし、全費用に対する修正後損益の

比率（赤字幅比率）を見ると、事業規模が大きな公共

下水道（処理区域内人口 30 万人超）では同比率は

27％に留まっている一方、事業規模が小さい公共下水

道（処理区域内人口 5万人以下）や特定環境保全公共

下水道、農業集落排水処理施設では同比率は 60％

~70％に拡大している。既存の指標「経常収支」では

規模によらず収支は黒字であり、赤字の事業体の割合

も規模によらずほぼ 1割前後に留まっている点と対照

をなしている。これまでに検討したように、個別の経

営指標が示す状況と良く整合している点が特徴と言え

る。この様な点から、本指標は一定の有効性を有する

ものと考えられる。

表４－１　事業類型別の「修正後損益と EBITDA」

（資料）総務省「地方公営企業年鑑　第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は、福島・岩手両県を除く供用開始済

の事業である。したがって、表２－４、表２－５とは集計対象が異なるため、数値は一致しない。
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業体数を示したものである。自治体による財政支援（雨水負担金を除く）を計上する前

段階での実力ベースでの損益であるため、事業類型、規模によらずほとんどの事業体で

赤字となっている。しかし、全費用に対する修正後損益の比率（赤字幅比率）を見ると、

事業規模が大きな公共下水道（処理区域内人口 30 万人超）では同比率は 27％に留まって

いる一方、事業規模が小さい公共下水道（処理区域内人口 5 万人以下）や特定環境保全

公共下水道、農業集落排水処理施設では同比率は 60％~70％に拡大している。既存の指

標「経常収支」では規模によらず収支は黒字であり、赤字の事業体の割合も規模によら

ずほぼ 1 割前後に留まっている点と対照をなしている。これまでに検討したように、個

別の経営指標が示す状況と良く整合している点が特徴と言える。この様な点から、本指

標は一定の有効性を有するものと考えられる。 
表４－１ 事業類型別の「修正後損益と EBITDA」 

 
（資料）総務省「地方公営企業年鑑 第 集（ 年度）」より作成。集計対象は、福島・岩手両県を除く供用開始済

の事業である。したがって、表２－４、表２－５とは集計対象が異なるため、数値は一致しない。

（２） （イービットディーエー）

定義等 ：法適用   ＝ 修正後損益＋企業債償還額＋支払利息－自治体の財政支援 
非法適用 ＝  修正後損益 +地方債償還額＋支払利息－自治体の財政支援 

        ＊自治体の財政支援金は、雨水処理負担金を除く。 
意義：EBITDA９)（税引前償却前利払前損益）は、民間企業の経営分析や企業価値評価にお

いて利用されている代表的な財務指標であり、ここでは、自治体財政負担を「負の税」

として位置付け、損益からの控除項目として扱っている。企業評価においては、企業の

キャッシュフロー獲得力を測定し、投資効率ないしは負債の償還能力を評価するための

基礎的かつ重要な分析指標として利用されている。下水道事業にあっては、自治体によ

る各種の財政支援（雨水負担金を除く）を前提としないで、下水道の本来機能である汚

水処理と雨水処理の２機能に対して支払われる「使用料」および「雨水処理負担金」だ

けによってどの程度のキャッシュフローを獲得できるかを意味するものである。 

　　　項目 集合処理型 　　浄化槽型

公共下水道 5 万人以下 30 万人以下 30 万人超

２． 事業数

　　　（参考）基本データ・経営診断表の数値

　　　　経常収支　黒字　事業体数

　　　　　   　　　赤字　〃

           　             （赤字比率）

１０．修正後損益　　        （百万円）

        １事業当たり平均値 △ 1,060 △ 413 △ 1,404 △ 8,490 △ 205 △ 159 △ 19 △ 10

   　  黒字事業体数

     　赤字事業体数

  　　（赤字比率）

       対全費用　修正後損益比率

１１．ＥＢＩＴＤＡ　  　（百万円）
　　 １事業当たり平均値 △ 14 △ 9 △ 3

　　　　黒字事業体数
　　　　赤字事業体数

　　　（赤字比率）

個別排水処理
施設

特定環境保全
公共下水道

農業集落排水
施設

特定地域生活
排水処理施設
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（２）　EBITDA　（イービットディーエー）

定義等　：法適用　＝　修正後損益＋企業債償還額＋支

払利息－自治体の財政支援

　　　　　非法適用＝　修正後損益＋地方債償還額＋支

払利息－自治体の財政支援

　　　　　　　　　　＊自治体の財政支援金は、雨水処

理負担金を除く。

意義：EBITDA9）（税引前償却前利払前損益）は、民間

企業の経営分析や企業価値評価において利用されてい

る代表的な財務指標であり、ここでは、自治体財政負

担を「負の税」として位置付け、損益からの控除項目

として扱っている。企業評価においては、企業のキャッ

シュフロー獲得力を測定し、投資効率ないしは負債の

償還能力を評価するための基礎的かつ重要な分析指標

として利用されている。下水道事業にあっては、自治

体による各種の財政支援（雨水負担金を除く）を前提

としないで、下水道の本来機能である汚水処理と雨水

処理の２機能に対して支払われる「使用料」および「雨

水処理負担金」だけによってどの程度のキャッシュフ

ローを獲得できるかを意味するものである。

　通常、EBITDA は、下水道事業においては使用料

と雨水処理負担金によって維持管理費を賄えている場

合には黒字（プラス）の値となる。地方債等の利払・

元本償還や、設備の現状機能維持のための更新投資、

さらにはエリア拡張のための新規投資を行う重要な財

源（キャッシュ）となるものであり、下水道事業の基

礎的体力を表す指標として位置付けることができる。

赤字（マイナス）の場合は、使用料と雨水処理負担金

で維持管理費などランニングコストさえも完全には賄

うことが出来ない状況にあり、地方債等の利払・償還

については、その全額を自治体の財政負担に頼らざる

を得ない状況にあることを意味する。

　また、本指標は、その定義の特性上、資本費にどの

様な項目を計上するか（減価償却費か、企業債地方債

の償還額か）に影響されることがなく、さらには、資

本費の算定基準・方法の如何によらず一定の値をとる

点に特色がある。下水道事業の様に、法適用事業と法

非適用事業が混在し、さらには減価償却費に関する見

做し償却制度の任意適用が認められているなど、会計

上の処理が十分統一されていない場合においても、事

業間の財務比較が可能となる点で、非常に有効な指標

であると考えられる。

有効性の検証：表４－１に EDITDA の 1 事業当たりの

平均値、および黒字・赤字の事業体数を示した。公共

下水道では事業規模が小さいほど、EBITDA の値が

低く赤字事業体の割合が大きいなど、事業採算が事業

規模に大きく左右されることが明確に示されている。

特に人口５万人以下の公共下水道においては、その４

分の１の事業体が赤字であり、使用料収入（自治体の

雨水負担金を含む）だけでは、維持管理費などのラン

ニングコストさえ賄えない事業が相当数存在すること

が分る。また、公共下水道よりも事業規模の小さい特

定環境保全下水道などの事業においても、赤字事業体

が 4割以上を占めており、経営は極めて厳しい状況に

あることが、本指標から理解することができる。

　図４－１は、公共下水道事業 1,117（福島・岩手両

県の事業を除く）について、EBITD と人口規模との

相関を占めしたものであるが、相関係数は 0.8 弱と高

い数値となっている。

　これらの点からみて、既存の経常収支の黒字・赤字

図４－１　公共下水道事業の EBITDAと処理区域内人口

（備考）総務省「地方公営企業年鑑　第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は、福島・岩手両県を除く供用開始済

の事業である。
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通常、EBITDA は、下水道事業においては使用料と雨水処理負担金によって維持管理

費を賄えている場合には黒字（プラス）の値となる。地方債等の利払・元本償還や、設

備の現状機能維持のための更新投資、さらにはエリア拡張のための新規投資を行う重要

な財源（キャッシュ）となるものであり、下水道事業の基礎的体力を表す指標として位

置付けることができる。赤字（マイナス）の場合は、使用料と雨水処理負担金で維持管

理費などランニングコストさえも完全には賄うことが出来ない状況にあり、地方債等の

利払・償還については、その全額を自治体の財政負担に頼らざるを得ない状況にあるこ

とを意味する。 
また、本指標は、その定義の特性上、資本費にどの様な項目を計上するか（減価償却

費か、企業債地方債の償還額か）に影響されることがなく、さらには、資本費の算定基

準・方法の如何によらず一定の値をとる点に特色がある。下水道事業の様に、法適用事
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認められているなど、会計上の処理が十分統一されていない場合においても、事業間の

財務比較が可能となる点で、非常に有効な指標であると考えられる。 
有効性の検証：表４－１に EDITDA の 1 事業当たりの平均値、および黒字・赤字の事業体

数を示した。公共下水道では事業規模が小さいほど、EBITDA の値が低く赤字事業体の

割合が大きいなど、事業採算が事業規模に大きく左右されることが明確に示されている。

特に人口５万人以下の公共下水道においては、その４分の１の事業体が赤字であり、使

用料収入（自治体の雨水負担金を含む）だけでは、維持管理費などのランニングコスト

さえ賄えない事業が相当数存在することが分る。また、公共下水道よりも事業規模の小

さい特定環境保全下水道などの事業においても、赤字事業体が 4 割以上を占めており、

経営は極めて厳しい状況にあることが、本指標から理解することができる。 
図４－１ 公共下水道事業の EBITDA と処理区域内人口 

 
（備考）総務省「地方公営企業年鑑 第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は、福島・岩手両県を除く供

用開始済の事業である。 
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を基準とする指標や、経費回収率などの指標に比して、

本指標は明らかに下水道事業の経営実態をより的確に

表現する指標であると考えられる。

⑶　償還能力

定義：　EBITDA × 30 年÷　地方債等残高

意義：　現状の経営状態が 30 年間継続することを前提

した場合に、獲得されるキャッシュフロー（EBITDA）

の総額によって、現状の地方債がどの程度償還できる

かを示す指標。下水道事業を「収益性」（EBITDA）

と「財務の健全性」（地方債等残高）の２面から総合

的に判定する指標としての意義を持つ。

　但し、30 年間に必要となる下水道施設の補修更新

に要する資金や、地方債等の利払いに要する資金を簡

便化のために考慮の対象外としている。したがって、

実際には自治体の財政負担を前提せず当該事業の自力

による償還を行うためには、償還能力としては「1.0」
の水準をある程度上回ることが必要となる。

有効性の検証：　表４－２は、下水道事業の５類型事業

について償還能力を示したものである。公共下水道全

体では 1.0 を上回っているが、これは事業規模の大き

い大都市等の数値が大きく影響しており、事業数ベー

スで見た場合は、公共下水道事業の７割強が 1.0 を下

回る状況にあり、負債（企業債および地方債）償還の

ためには何らかの財政支援が必要な状況にあることが

分かる。特に事業規模５万人以下の事業においては、

この傾向が強く現れている。

　さらに、公共下水道以外の事業規模の小さな４事業

類型においては、９割以上の事業が 1.0 を下回ってい

るほか、EDITDA がマイナスとなっている農業集落

排水施設、特定地域生活排水処理施設、個別排水処理

施設の３類型においては、負債の償還を全面的に自治

体財政支援に依存する状態となっていることが分か

る。

　また、図４－２に示したように「債務償還能力」と

「下水道事業の健全性総合ランキング」との間に高い

相関関係が存在しており、債務償還能力が下水道事業

の全体的な健全性を評価する上で重要な総合的指標と

して機能し得ることが推定出来よう。

⑷　修正後総汚水処理原価

定義：基本データにおける「汚水処理原価（基準内繰出

金の対象経費を全て控除後）」について、その資本費

部分等に関し次の修正を加えた原価である。

　①コスト範囲の拡大　：　既存指標である「汚水処理

減価」は、各種繰出し基準による自治体からの財政

支援（雨水処理負担金を除く）の対象となっている

原価を控除した後の段階での処理原価となってい

る。

　本研究においては、先述の問題意識を踏まえ、こ

れらの原価を控除する前段階での汚水処理原価を推

計。具体的には、法適用事業・法非適用事業ともに、

コスト範囲を「費目構成表に記載されている総費用

から雨水処理原価だけを控除した費用」に拡大した。

　②資本費の調整　：　資本費のうち法適用事業の減価

償却費、法非適用事業の地方債償還（繰上げ弁済分

を除く）について、両事業間での統一的分析が可能

となるよう、両事業一律に当該年度における企業債

地方債の全償還額（繰上げ弁済分を含む）に置き換

えている。

意義：法適用・法非適用の両事業について、これまで資

本費における扱いが異なっていた点（法適用事業は減

価償却費、法非適用事業は地方債償還額）を統一し、

同一の基準で両事業の汚水処理原価を比較可能とした

点に、本指標の最大の意義がある。また、「分流式下

水道等に要する費用」、「高度処理費」など汚水処理に

表４－２　下水道事業の償還能力

（資料）総務省「地方公営企業年鑑　第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は表４－１と同じ。
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図４－１は、公共下水道事業 1,117（福島・岩手両県の事業を除く）について、EBITD
と人口規模との相関を占めしたものであるが、相関係数は 0.8 弱と高い数値となっている。 

これらの点からみて、既存の経常収支の黒字・赤字を基準とする指標や、経費回収率な

どの指標に比して、本指標は明らかに下水道事業の経営実態をより的確に表現する指標で

あると考えられる。 
 
（３） 償還能力

定義： EBITDA☓30 年 ÷ 地方債等残高 
意義： 現状の経営状態が 30 年間継続することを前提した場合に、獲得されるキャッシュ

フロー（EBITDA）の総額によって、現状の地方債がどの程度償還できるかを示す指標。

下水道事業を「収益性」（EBITDA）と「財務の健全性」（地方債等残高）の２面から総

合的に判定する指標としての意義を持つ。 
但し、30 年間に必要となる下水道施設の補修更新に要する資金や、地方債等の利払い

に要する資金を簡便化のために考慮の対象外としている。したがって、実際には自治体

の財政負担を前提せず当該事業の自力による償還を行うためには、償還能力としては「1.0」
の水準をある程度上回ることが必要となる。 

有効性の検証： 表４－２は、下水道事業の５類型事業について償還能力を示したもので 
ある。公共下水道全体では 1.0 を上回っているが、これは事業規模の大きい大都市等の数  
値が大きく影響しており、事業数ベースで見た場合は、公共下水道事業の７割強が 1.0 を

下回る状況にあり、負債（企業債および地方債）償還のためには何らかの財政支援が必

要な状況にあることが分かる。特に事業規模５万人以下の事業においては、この傾向が

強く現れている。 
        表４－２ 下水道事業の償還能力 

 
（資料）総務省「地方公営企業年鑑 第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は表４－１と同じ。 

 
さらに、公共下水道以外の事業規模の小さな４事業類型においては、９割以上の事業 

が 1.0 を下回っているほか、EDITDA がマイナスとなっている農業集落排水施設、特定

地域生活排水処理施設、個別排水処理施設の３類型においては、負債の償還を全面的に

　　　項目 集合処理型 　　浄化槽型

公共下水道 5 万人以下 30 万人以下30 万人超

２． 事業数

　　　（参考）基本データ・経営診断表の数値

　　　　経常収支　黒字　事業体数

　　　　　   　　　赤字　〃

           　             （赤字比率）

１５．償還能力 △ 0.2 △ 1.8 △ 1.0
能力水準別事業数

１．５以上 =1

１．０以上 =1

１．０未満 =1

　　１．０未満の比率

個別排水処
理施設

特定環境保全
公共下水道

農業集落排
水施設

特定地域生活
排水処理施設
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安達　明久、山本　公敏、小川　浩

伴って生じるコストでありながら、これまでの「汚水

処理原価」においては反映されていなかった各種の処

理原価 10）を、総汚水処理原価として合算網羅するこ

とにより、公共下水道の「雨水処理」「汚水処理」の

２機能に対応したコスト認識が可能となった。

　これらのデータ処理により、汚水処理原価の両事業

間での統一的比較、公共下水道の処理方式の差異によ

るコスト比較、浄化槽型下水処理と公共下水道との適

切なコスト比較が可能となるものと考える。

有効性の検証：表４－３に示したように、汚水処理原価

の対象範囲を拡大したことなど 11）から、修正後総汚

水処理原価は修正前の数値を大きく上回っている。

　本指標によって公共下水道の汚水処理原価を見る

と、規模が小さいほど数値が高くなること、さらに、

工事費が割高となる分流式の事業では、他の処理方式

（合流式、併用式）と比較して原価も当然に高くなる

図４－２　健全性総合ランキングと償還能力

（備考）総務省「地方公営企業年鑑　第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は、福島・岩手両県を除く供用開始済

の事業である。

11 
 

自治体財政支援に依存する状態となっていることが分かる。  
また、図４－２に示したように「債務償還能力」と「下水道事業の健全性総合ランキ

ング」 との間に高い相関関係が存在しており、債務償還能力が下水道事業の全体的な健

全性を評価する上で重要な総合的指標として機能し得ることが推定出来よう。  
図４－２ 健全性総合ランキングと償還能力 

 
（備考）総務省「地方公営企業年鑑 第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は、福島・岩手両

県を除く供用開始済の事業である。 

（４） 修正後総汚水処理原価

定義：基本データにおける「汚水処理原価（基準内繰出金の対象経費を全て控除後）」につ  
いて、その資本費部分等に関し次の修正を加えた原価である。 

①コスト範囲の拡大 ： 既存指標である「汚水処理減価」は、各種繰出し基準による

自治体からの財政支援（雨水処理負担金を除く）の対象となっている原価を控除した

後の段階での処理原価となっている。 
本研究においては、先述の問題意識を踏まえ、これらの原価を控除する前段階での

汚水処理原価を推計。具体的には、法適用事業・法非適用事業ともに、コスト範囲を

「費目構成表に記載されている総費用から雨水処理原価だけを控除した費用」に拡大

した。 
②資本費の調整 ： 資本費のうち法適用事業の減価償却費、法非適用事業の地方債償還

（繰上げ弁済分を除く）について、両事業間での統一的分析が可能となるよう、両事業

一律に当該年度における企業債地方債の全償還額（繰上げ弁済分を含む）に置き換えて

いる。 
意義：法適用・法非適用の両事業について、これまで資本費における扱いが異なっていた

y = -5.3715x3 - 38.349x2 + 226.78x + 373.82
R² = 0.6979

１３個の経営分析指標（順位平均）と償還能力の相関
（９１６事業 ： 償還能力３を超える１１事業を除く）

経営指標ランク点

償還能力

表４－３　汚水処理原価と修正後汚水処理原価　　　（円 /㎥）

（資料）総務省「地方公営企業年鑑　第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は表４－１と同じ。

「修正前　汚水処理原価」は、総コストから雨水処理負担金、分流式下水道に要する経費など、繰出基準に定め

る各種経費をすべて控除した汚水処理原価（地方公営企業年鑑などで利用されている汚水処理原価）。

「同経費回収率」は、使用料平均単価÷修正前汚水処理原価により算定

12 
 

点（法適用事業は減価償却費、法非適用事業は地方債償還額）を統一し、同一の基準で

両事業の汚水処理原価を比較可能とした点に、本指標の最大の意義がある。また、「分流

式下水道等に要する費用」、「高度処理費」など汚水処理に伴って生じるコストでありな

がら、これまでの「汚水処理原価」においては反映されていなかった各種の処理原価１０)

を、総汚水処理原価として合算網羅することにより、公共下水道の「雨水処理」「汚水処

理」の２機能に対応したコスト認識が可能となった。 
これらのデータ処理により、汚水処理原価の両事業間での統一的比較、公共下水道の

処理方式の差異によるコスト比較、浄化槽型下水処理と公共下水道との適切なコスト比

較が可能となるものと考える。 
有効性の検証：表４－３に示したように、汚水処理原価の対象範囲を拡大したことなど１１)

から修正後総汚水処理原価は修正前の数値を大きく上回っている。 

本指標によって公共下水道の汚水処理原価を見ると、規模が小さいほど数値が高くな

ること、さらに、工事費が割高となる分流式の事業では、他の処理方式（合流式、併用

式）と比較して原価も当然に高くなる傾向を明確に読み取ることができる１２)。また、経

費回収率をみると、修正前の汚水処理原価をベースとする「経費回収率」では規模 30 万

人以上の事業では、回収率 102％となっているのに対し、修正後汚水処理原価をベースと

する「経費回収率」では、同規模においても依然その水準は 69％に留まっており、不足

額を埋めるため何らかの自治体による財政支援が必要となっていることが推定される。 
実際にも同規模 30 万人以上の事業において、雨水負担金に加えて、さらに総額 1,931

億円の財政支援（2011 年度、雨水負担金を除く）を自治体が行っており、修正後の経費

回収率が示す状況と整合度が高いように考えられる。また、公共下水道以外の４事業類 
表４－３ 汚水処理原価と修正後汚水処理原価 （円/㎥） 

 
 
（資料）総務省「地方公営企業年鑑 第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は表４－１と同じ。 

「修正前 汚水処理原価」は、総コストから雨水処理負担金、分流式下水道に要する経費など、繰出基準に 
定める各種経費をすべて控除した汚水処理原価（地方公営企業年鑑などで利用されている汚水処理原価）。 

「同経費回収率」は、使用料平均単価÷修正前汚水処理原価により算定 

　　　項目 集合処理型 　　浄化槽型

公共下水道 5 万人以下 30 万人以下 30 万人超

２． 事業数
合流式
併用式
分流式

１７． 使用料平均単価　　　　 （円/㎥）

修正後汚水処理原価   （円/㎥）　
経費回収率

　　　（参考１）
修正前　汚水処理原価　　（円/㎥）
同経費回収率　　

　　　（参考２）
処理方式別の修正後汚水処理原価
　　　　　合流式　　　（円/㎥）
　　　　　併用式　　　（円/㎥）
　　　　　分流式　　　（円/㎥）

個別排水処
理施設

特定環境保全
公共下水道

農業集落排水
施設

特定地域生活
排水処理施設
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公共インフラ整備事業に対する経営分析的アプローチの試み（下）

傾向を明確に読み取ることができる 12）。また、経費

回収率をみると、修正前の汚水処理原価をベースとす

る「経費回収率」では規模 30 万人以上の事業では、

回収率 102％となっているのに対し、修正後汚水処理

原価をベースとする「経費回収率」では、同規模にお

いても依然その水準は 69％に留まっており、不足額

を埋めるため何らかの自治体による財政支援が必要と

なっていることが推定される。

　実際にも同規模 30 万人以上の事業において、雨水

負担金に加えて、さらに総額 1,931 億円の財政支援

（2011 年度、雨水負担金を除く）を自治体が行ってお

り、修正後の経費回収率が示す状況と整合度が高いよ

うに考えられる。また、公共下水道以外の４事業類型

における経費回収率の低さと、1 人当たりの自治体財

政支援額の金額の関係についても、同様の関係が指摘

できる。これらの諸点から、修正前の汚水処理原価と

比較して、本指標は、下水道事業の処理原価を把握す

る上で有用性が高いと思料される。

⑸　財政支援金および企業債地方債の借換え発行額

定義　次の通りである

　　　財政支援金　＝　自治体による各種繰出し基準に

基づく財政支出金の合計額であ

る（但し、雨水負担金を除く）。

　　　企業債地方債の借換え発行額

　　　　　　　　　＝　企業債地方債発行額　－　（建

設改良費　－　国庫補助金その

他）

意義　自治体による各種繰出し金のうち、下水道の２大

機能である雨水処理に関連するものを除いた合計額を

「財政支援金」と定義した。

　具体的には、分流式下水道に要する費用、高度処理

に要する費用などのほか、実態上の赤字補填金を含ん

でいる。自治体による各種繰出し金は、その計上項目

も前述の様に損益項目、資金収支における資本的収入

項目など様々であるため、その全体像を把握するため

一括合算して示す指標として設定したものである。

　下水道事業の多くにおいて修正後損益が赤字となっ

ていることから、赤字を補填する最も重要な資金源と

なっており、補填財源を把握する上で重要な指標であ

ると考える。「企業債地方債の借換え発行額」は、建

設改良費以外に充当される企業債地方債の発行額であ

る。企業債地方債は、本来建設改良費に充当するため

に発行されるものであるが、総務省は地方債に関する

省令第１２条等により例外的な発行を認めており、そ

の細則を毎年度「地方債同意等基準運用要領」として

示している。下水道事業においては、設備の耐用年数

（主に 50 年）と、企業債地方債の償還年数（５年据置

後２５年償還）との乖離に基づく資金不足が発生する

ため、これを補填することを目的とする「資本費平準

化債」などが規定されている。本指標の主要部分は、

同平準化債によるものと推定される。修正後損益の赤

字による資金不足を補填する上で、先の財政支援金と

並んで重要な役割を担っている。

有効性の検証　表４－４から分かる様に、「財政支援金」

と「企業債地方債の借換え発行額」の合計は、ほほ修

正後損益となっており、同損益の赤字に伴う資金不足

の補填財源を確認する上で、これらの指標が非常に重

要な役割を担っていることが分かる。また、処理区域

内人口当たりの財政支援額を見ると、公共下水道にお

いては、事業規模が小さいほど同金額が大きくなる傾

向があり、規模の小さい事業における経営状況の厳し

さを示す EBITDA などの指標とも整合していること

から、その有効性は明らかである。

５．結論、意義、および課題

⑴　結論

　本研究から得られた結論は、次の２点である。

①現状の下水道事業に関する経営財務データには、統一

的な経営分析を行う上で次の様な問題点が存在する。

　　・法適用事業、法非適用事業間での会計基準の相違

表４－４　修正後損益赤字に伴う資金不足の充当状況

（資料）総務省「地方公営企業年鑑　第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は表４－１と同じ。
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型における経費回収率の低さと、1 人当たりの自治体財政支援額の金額の関係についても、

同様の関係が指摘できる。これらの諸点から、修正前の汚水処理原価と比較して、本指標

は、下水道事業の処理原価を把握する上で有用性が高いと思料される。 

（５）財政支援金および企業債地方債の借換え発行額

定義 次の通りである 
財政支援金 ＝ 自治体による各種繰出し基準に基づく財政支出金の合計額である

（但し、雨水負担金を除く）。 
企業債地方債の借換え発行額 

＝ 企業債地方債発行額 － （建設改良費 － 国庫補助金その他） 
意義 自治体による各種繰出し金のうち、下水道の２大機能である雨水処理に関連するも

のを除いた合計額を「財政支援金」と定義した。 
具体的には、分流式下水道に要する費用、高度処理に要する費用などのほか、実態上

の赤字補填金を含んでいる。自治体による各種繰出し金は、その計上項目も前述の様に

損益項目、資金収支における資本的収入項目など様々であるため、その全体像を把握す

るため一括合算して示す指標として設定したものである。 
下水道事業の多くにおいて修正後損益が赤字となっていることから、赤字を補填する

最も重要な資金源となっており、補填財源を把握する上で重要な指標であると考える。

「企業債地方債の借換え発行額」は、建設改良費以外に充当される企業債地方債の発行

額である。企業債地方債は、本来建設改良費に充当するために発行されるものであるが、

総務省は地方債に関する省令第１２条等により例外的な発行を認めており、その細則を

毎年度「地方債同意等基準運用要領」として示している。下水道事業においては、設備

の耐用年数（主に 50 年）と、企業債地方債の償還年数（５年据置後２５年償還）との乖

離に基づく資金不足が発生するため、これを補填することを目的とする「資本費平準化

債」などが規定されている。本指標の主要部分は、同平準化債によるものと推定される。

修正後損益の赤字による資金不足を補填する上で、先の財政支援金と並んで重要な役割

を担っている。 
表４－４ 修正後損益赤字に伴う資金不足の充当状況 

 
（資料）総務省「地方公営企業年鑑 第 59 集（2011 年度）」より作成。集計対象は表４－１と同じ。 

　　　項目 集合処理型 　　浄化槽型

公共下水道 5 万人以下 30 万人以下 30 万人超

２． 事業数

１０．　修正後損益　　　　   （百万円） △ 1,183,636 △ 322,299 △ 394,413 △ 466,923 △ 140,697 △ 132,373 △ 4,476 △ 1,385

１６．　自治体財政支援金　（百万円）     ①
　1人当たり金額　　　　　（千円/人）

１１．　企業債地方債発行額
　　　　　　（借換え発行額）　（百万円）　　②
　　　　　　①+　②             （百万円）

特定環境保全
公共下水道

農業集落排水
施設

特定地域生活
排水処理施設

個別排水処
理施設
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などに基づく「経営財務データ」自体の問題点

　　・汚水処理原価など「経営指標」の有用性等に関す

る問題点

　　・「民間企業の経営分析」に関連する知識の類推適

用の困難性

②本研究においては、①の問題点を踏まえて、既存の経

営財務データを基に、一定の組替え再編作業を行い、

「統合データベース」を構築するとともに、新たに 81

個の新経営分析指標と分析フレームを提示した。81

の新経営指標のうち、全く新規に提示した指標は、「修

正後損益」「EBITDA」「償還能力」「修正後総汚水処

理原価」「自治体支援金」「企業債地方債借換え額」の

6指標である。これらの指標は、財政支援前の実力ベー

スでの経営実態の把握を意図したものであり、事業規

模の大小による経営実態の格差や自治体による財政支

援の状況を明確に示す結果が、これら指標により得ら

れること、さらに、下水道事業の健全性総合ランキン

グとの相関が高いことなどから、経営分析を行う上で

有益な指標であると判断された。

⑵　本論文の意義

　これまでに論じて来たように、本論文においては全国

3,625 の下水道事業を事例として採り上げ、既存の経営

財務データについて独自に工夫したデータの組替え再編

を行い、新たに「統合データベース」を構築するととも

に、さらには、新たな「経営分析手法」（分析のフレー

ムワークと分析指標）を提示し、その有効性の検証を行っ

た。これにより、既存データの制約や会計制度の相違な

どにより、下水道事業全体について、統一的な分析を行

う上でこれまで大きな制約があった点を改善し、「一貫

した経営分析手法」に基づいて、法適用・法非適用の区

分や事業類型（例　公共下水道、個別排水処理施設等）

の如何を問わず、下水道事業全体の「横断的定量分析」

を行うことが可能となった点が、本研究の特徴である。

　この様な統合データベースの構築と新たな分析手法の

開発によって、別途公表する予定の論文において明らか

にするように、①現在の全国の下水道事業の多くが、多

額の財政支援金と企業債地方債の借換え発行に大きく依

存している実態が明らかになったこと、さらには、②拡

張計画の合理性を判定する基準として、拡張対象エリア

における人口密度が重要であること（基準値：40 人 /
ha）、③集中処理型と浄化槽型のコスト比較を行うにあ

たっての汚水処理原価の範囲設定をどう行うべきかを明

らかにできたこと、これら３点について具体的かつ客観

的な知見を提供できた点に、本研究全体の特徴が存する

と考える。

　本論文は、この様な本研究全体の基礎となる「統合デー

タベースの構築」と「新経営分析手法」を提示したもの

としての意義を有する。

⑶　課題

　本研究の今後の課題は、次の通りである。

①　本研究の対象は、下水道事業の１１事業区分のうち、

５事業区分（公共下水道、特定環境保全公共下水道、

農業集落排水施設、特定地域生活排水処理施設、個別

排水処理施設）に限定した分析となっており、残り６

事業区分を含む全下水道事業に対象を広げ、本研究で

提示した分析手法の有効性をさらに検証することが必

要である。なお、今回対象とした５事業区分において

も、事業数では下水道事業全体の 83%、処理区域人

口でも 92％の範囲をカバーしており、本研究で提示

した分析手法の基本的な有効性自体については、大き

な問題はないと考える。

②　本研究における個別事例分析（別途公表予定）は、

静岡県内の浜松市、富士市、函南町の３つの公共下水

道事業に留まっており、今後、経営環境が大きく異な

る様々な個別事例に分析対象を拡大し、本研究で提示

した分析手法の有効性を検証することが必要である。

③　さらに、本件において提示した手法を下水道事業だ

けでなく、上水道、病院などの公共インフラ整備事業

全体に拡充適用することが可能か否かの検証が必要で

ある。

　なお、本研究は、本学における 2013 年度常葉大学共

同研究費の支給を受けて実施したものであり、支援を頂

いた関係者の方々に深く御礼申し上げる。

（注）

１）我々は、常葉大学より 2013 年度共同研究費の支給

を受けて「公共インフラ整備事業に対する経営分析的

アプローチの試み」をテーマとする学内共同研究を実

施した。具体的には、公共インフラ整備事業の典型で

ある下水道事業を事例として採り上げ、①統合データ

ベースの構築と新経営分析手法の提示および検証、お

よび、②当該経営分析手法を活用した事例分析の２点

を柱とした研究である。本論文は、このうちの前段部

分（統合データベースと経営分析手法の提示・検証）

について独立した論文として本紀要において（上）（下）

の 2回に分けて公表するものであり、今回はその第２

回目（下）である。なお、研究成果の後段部分（経営

分析手法を活用した事例分析の結果）については、別

途論文を作成し学会誌等に公表する予定である。

２）一般に下水道とは、下水道法第２条第２項に規定す

る「下水を排除するために設けられる排水管、排水渠
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その他の排水施設」などを指すが、本研究においては、

後述するように総務省「地方公営企業年鑑」の集計対

象となっている計 11 事業（公共下水道など）を具体

的な対象として分析を行っている。

３）一般に下水道事業は一般家庭から排出される「生活

汚水」の処理に加えて、都市部に発生する大量の「雨

水」の適正処理の２つの機能を担っている。後述する

「雨水公費・汚水私費」の負担原則により、雨水処理（受

益者負担原則の適用対象外）に関しては一定の費用算

定を行いその全額を「雨水処理負担金」として自治体

の一般会計から支弁している。さらに、本来は受益者

負担によって全額利用者負担とすべき費用において

も、様々な要因により使用料によって賄いきれない費

用について補填的財政支援を自治体が行っている現状

にある（詳細後述）。ここでいう「財政支援前の実力ベー

スの収支実態」とは、「雨水処理負担金繰入後・その

他汚水処理に対する各種繰出し金（財政支援）繰入前」

の収支を意味している。

４）下水道事業の健全性評価に関連する代表的な指標

13 個を選定、各指標毎に全下水道事業を１位から順

位付けし、さらに各下水道事業毎にこれら順位数値の

単純平均値を求め、その数値により下水道事業をラン

キングしたものである。下水道事業の健全性を多面的

に評価した複合指標であると考えられることから、本

研究において提示する経営指標の有効性を検証する基

準として暫定的に算定したものである。

５）資本費の内容は、次の通りである。

　　改編前：法適用事業では減価償却費、法非適用事業

では地方債償還額（繰上げ弁済額を除く）

　　改編後：法適用事業・法非適用事業ともに企業債地

方債の全償還額（繰上げ弁済額を含む）

６）本来はこの 4区分に加えて「財政状態」の区分が必

要であるが、法非適用事業においては貸借対照表が作

成されていないため、本研究では前述の様に「負債残

高」を推計し、「経営指標」の部分に同数値を組み込

むに留めている。

７）法適用企業では減価償却費を算定計上、非適用企業

では非計上。

８）公共下水道（法適用事業）における 2011 年度の決

算においては、減価償却費 6,235 億円、企業債の全償

還額 11,086 億円となっている。

９）EBITDA については、大津広一著『企業価値を創

造する会計指標入門』p155-176　2005 年 9 月　ダイ

ヤモンド社、同著『戦略思考で読み解く経営分析入門』

p115-144　2009 年 9 月ダイヤモンド社などに詳しく

解説されている。

10）例えば、「費目構成」に記載されている公共下水道

（2011 年度、法適用・法非適用合算）の全費用 26,303
億円の内訳は次のとりであり、雨水処理コスト・汚水

処理コストを除くコストは全コストの約２割をしめて

いる。

　雨水処理費用　5,875 億円、汚水処理費用　15,148
億円、高度処理等その他の費用　5,280　億円

11）地方債による調達額は総工事費の５割程度に留まる

ものの、その償還期間が５年据置き 25 年間（計 30 年）

であるのに対し、管渠の耐用年数は５０年以上に及ぶ

ことから、地方債の年間の償還額は一般に（見做し減

価償却制度を適用していない場合）減価償却費を上回

る傾向にある。

12）処理方式別・処理区域内人口規模別の汚水処理原価

について、修正前・修正後の数値を整理すると次の表

の通りである。修正後の汚水処理原価は、修正前の同

原価に比して処理方式・人口規模別の格差がより大き

いことを示している点が特徴となっている。
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の後段部分（経営分析手法を活用した事例分析の結果）については、別途論文を作成し学会誌等に公表す

る予定である。 
2) 一般に下水道とは、下水道法第２条第２項に規定する「下水を排除するために設けられる排水管、排水

渠その他の排水施設」などを指すが、本研究においては、後述するように総務省「地方公営企業年鑑」の

集計対象となっている計 11 事業（公共下水道など）を具体的な対象として分析を行っている。 
3) 一般に下水道事業は一般家庭から排出さ、れる「生活汚水」の処理に加えて、都市部に発生する大量

の「雨水」の適正処理の２つの機能を担っている。後述する「雨水公費・汚水私費」の負担原則により、

雨水処理（受益者負担原則の多適用対象外）に関しては一定の費用算定を行いその全額を「雨水処理負担

金」として自治体の一般会計から支弁している。さらに、本来は受益者負担によって全額利用者負担とす

べき費用においても、様々な要因により使用料によって賄いきれない費用について補填的財政支援を自治

体が行っている現状にある（詳細後述）。ここでいう「財政支援前の実力ベースの収支実態」とは、「雨水

処理負担金繰入後・その他汚水処理に対する各種繰出し金（財政支援）繰入前」の収支を意味している。 
4) 下水道事業の健全性評価に関連する代表的な指標 13 個を選定、各指標毎に全下水道事業を１位から順

位付けし、さらに各下水道事業毎にこれら順位数値の単純平均値を求め、その数値により下水道事業をラ

ンキングしたものである。下水道事業の健全性を多面的に評価した複合指標であると考えられることから、

本研究において提示する経営指標の有効性を検証する基準として暫定的に算定したものである。 
5) 資本費の内容は、次の通りである。 

改編前：法適用事業では減価償却費、法非適用事業では地方債償還額（繰上げ弁済額を除く） 
改編後：法適用事業・法非適用事業ともに企業債地方債の全償還額（繰上げ弁済額を含む） 

6) 本来はこの 4 区分に加えて「財政状態」の区分が必要であるが、法非適用事業においては貸借対照表が

作成されていないため、本研究では前述の様に「負債残高」を推計し、「経営指標」の部分に同数値を組

み込むに留めている。 
7) 法適用企業では減価償却費を算定計上、非適用企業では非計上。 
8) 公共下水道（法適用事業）における 2011 年度の決算においては、減価償却費 6,235 億円、企業債の全

償還額 11,086 億円となっている。 
9) EBITDA については、大津広一著『企業価値を創造する会計指標入門』p155-176 2005 年 9 月 ダイ

ヤモンド社、同著『戦略思考で読み解く経営分析入門』p115-144 2009 年 9 月ダイヤモンド社などに詳

しく解説されている。 
10) 例えば、「費目構成」に記載されている公共下水道（2011 年度、法適用・法非適用合算）の全費用 26,303
億円の内訳は次のとりであり、雨水処理コスト・汚水処理コストを除くコストは全コストの約２割をしめ

ている。  
雨水処理費用 5,875 億円、汚水処理費用 15,148 億円、高度処理等その他の費用 5,280 億円 

11) 地方債による調達額は総工事費の５割程度に留まるものの、その償還期間が５年据置き 25 年間（計

30 年）であるのに対し、管渠の耐用年数は５０年以上に及ぶことから、地方債の年間の償還額は一般に

（見做し減価償却制度を適用していない場合）減価償却費を上回る傾向にある。 
12) 処理方式別・処理区域内人口規模別の汚水処理原価について、修正前・修正後の数値を整理すると次の表の通りで

ある。修正後の汚水処理原価は、修正前の同原価に比して処理方式・人口規模別の格差がより大きいことを示している

点が特徴となっている。  
＜修正後汚水処理原価＞          ＜修正前汚水処理原価＞ （円/㎥） 

計 ５万人以下 ３０万人以下 ３０万人超   計 ５万人以下 ３０万人以下 ３０万人超  
合流式 147       -          145           -             130      -            128           -   
併用式    201     270         231          191            133  162          143          129 
分流式    316     433         261          213            177     212          160          147        
計      237     418         246          192            147     208          152          130 
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（別表）新たな経営分析指標 ： 実データ－２０１１年度 

 

区分 　　　項目 集合処理型 　　　　　　浄化槽型

　　（処理区域内人口規模別）

公共下水道 5 万人以下 30 万人以下 30 万人超

１． 供用開始後経過期間（年月） 27年0ヶ月 21年4ヶ月 37年8ヶ月 53年6ヶ月 17年0ヶ月 18年10ヶ月 10年4ヶ月 14年0ヶ月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 *2014/04/1時点

２． 事業数および法適用処理方式区分
法適用
法非適用
合流式
併用式
分流式

３． 処理区域内人口　　　　　　　 　　　　　　（千人）

　　　　（１事業当たり平均　（人）　　　　）    （１事業当たり平均人口）　   　　（千人）

　　　　（１事業当たり平均　（ha）　　　　）　　　　（１事業当たり平均面積）　　　   （ha）

    （平均人口密度）　　　　   　　　　（人/ｈａ）

４.　　　　総事業費

　　　　　　　　　　　１事業当たり平均事業費         （百万円）

      うち国庫補助金　　　　　　　（　　〃　）

       （補助金比率）

１ｈａ当たり平均事業費　　　　　（百万円/ha）

１人当たり平均事業費          （千円/人）

５． 浄化槽設置数

     １浄化槽当たり水洗化人口   （人/基）

   　１浄化槽当たり工事費　　　　（千円/基）

６． 総処理水量　　　（千㎥）
　うち雨水等処理水量　（千㎥）

     （雨水等処理水量の比率）
　　 （処理区域内面積当たり同処理水量）㎥/ha

　うち有収処理水量   （千㎥）
　     　（１事業当たり平均処理水量）　　（千㎥）

     　　（1ha当たり発生量）　　　（㎥/ha年）

　     　（1人当たり発生量）　  　（㎥/人年）

７． 拡張計画

　　　　　　１事業当たり平均拡張区域内人口　　　（人）

　　　　　　１事業当たり平均拡張面積　　　　　 　　（ha）

             拡張エリア平均人口密度　        （人/ｈａ）

                   全体計画完了後平均人口密度　　（人/ｈａ）

                                   （百万円）

８． 全収入

損益 下水道使用料

　 負担金（雨水処理）

その他

９． 全費用　-　修正後　（１）～（３）

（１）維持管理費

管渠 （２）資本費

企業債等利息
ポンプ場 企業債・地方債償還額

その他
（３）その他費用

（総費用内訳）

　　　　修正後　総汚水処理原価

　　　　修正後　雨水処理原価

１０． 修正後　損益　　（　６．－　７．) △ 1,183,636 △ 322,299 △ 394,413 △ 466,923 △ 140,697 △ 132,373 △ 4,476 △ 1,385
１事業体当たり平均損益　 （百万円） △ 1,060 △ 413 △ 1,404 △ 8,490 △ 205 △ 159 △ 19 △ 10

 　    黒字事業体数

       赤字事業体数

　　　　　黒字比率
対全費用　修正後損益比率

　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額；百万円）

１１． 資金収入

修正後　損益 △ 1,183,636 △ 322,299 △ 394,413 △ 466,923 △ 140,697 △ 132,373 △ 4,476 △ 1,385
財政支援金（補助金等、出資、借入金）
企業債/地方債発行

　　（推定：借換え発行額）
　　（推定：建設改良費関連）

国庫補助金その他

１２． 支出

建設改良費

その他

１３． 資金収支　　　（９．　－　１０．　） △ 5,952 △ 12,949 △ 3,694
＜総合健全性指標＞

１４． ＥＢＩＴＤＡ　　（百万円） △ 11,378 △ 2,118 △ 406
   修正後損益 △ 1,183,636 △ 322,299 △ 394,413 △ 466,923 △ 140,697 △ 132,373 △ 4,476 △ 1,385
　　　　＋ 企業債地方債償還額　戻入

　　　　＋ 企業債等利息　戻入

１事業体当たりEBITDA　（百万円） △ 14 △ 9 △ 3
１人当たりEBITDA　　　　（千円/人） △ 3.4 △ 5.0 △ 5.4

              黒字事業体数

　　　　　　　赤字事業大数

               黒字比率               黒字比率

１５． 償還能力

償還能力 △ 0.2 △ 1.8 △ 1.0
（能力水準別事業数）

１．５以上 =1

１．０以上 =1

１．０未満 =1

　　１．０未満の比率

＜個別指標＞

１６． 自治体財政支出       　　　　　　　　      （百万円）

　　負担金（雨水処理）　　　　（　〃　　）

    支援金（補助金等）　  　　（　〃　　）

1人当たり財政支出総額　総額　　　　　（千円/人）

   うち財政支援金（補助金等）　　　 （　　〃　　）

１７． 使用料平均単価　　　　 （円/㎥）

修正後　総汚水処理原価   （円/㎥）　

経費回収率

修正後　全処理原価　（円/㎥）

１８． 負債残高　（百万円）
     １事業当たり平均負債残高　（百万円）

          一人当たり負債残高　　 　　（千円/人）

農業集落排水
施設

特定地域生活
排水処理施設

個別排水処理
施設

指
標
番
号

特定環境保全
公共下水道

事業
概要

経営
指標

資金
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